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 第５回  熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化 

対策特別委員会会議記録 

 

平成28年２月22日（月曜日） 

            午前10時１分開議 

            午前11時39分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1)有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

(2)地球温暖化対策に関する件について 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員（16人） 

        委 員 長  小早川 宗 弘 

        副委員長  渕 上 陽 一 

        委  員  西 岡 勝 成 

         委   員 村 上 寅 美 

        委  員 前 川   收 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 吉 田 孝 平 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 田 代 裕 信 

        環境局長 坂 本 孝 広 

      環境政策課長 家 入   淳 

    環境立県推進課長 佐 藤 美智子 

環境保全課長 川 越 吉 廣 

      自然保護課長 川 上 信 久 

首席審議員兼 

廃棄物対策課長 岡 田   浩 

 企画振興部 

        審議員兼 

   交通政策課課長補佐 前 田   隆 

 商工観光労働部 

     新産業振興局長 渡 辺 純 一 

      産業支援課長 古 森 美津代 

   エネルギー政策課長 村 井 浩 一 

 農林水産部 

        生産局長 園 田   誠 

        水産局長 平 岡 政 宏 

農林水産政策課長 白 石 伸 一 

農業技術課長 下 舞 睦 哉 

  園芸課長 潮 﨑 昭 二 

畜産課長 中 村 秀 朗 

農地整備課長 西 森 英 敏 

森林整備課長 赤 羽   元 

林業振興課長 宮 田   修 

森林保全課長 三 原 義 之 

水産振興課長 木 村 武 志 

漁港漁場整備課長 長 井 英 治 

水産研究センター所長 平 山   泉 

 土木部 

土木技術審議監兼 

河川港湾局長 鈴 木 俊 朗 

土木技術管理課長 緒 方 進 一 

都市計画課課長補佐 下 村 正 宣 

下水環境課長 宮 本 秀 一 

河川課長 村 上 義 幸 
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  港湾課長 平 山 高 志 

  建築課長 清 水 照 親 

審議員兼建築課 

   建築物安全推進室長 井 手 秀 逸 

 教育委員会事務局 

      義務教育課長 浦 川 健一郎 

 企業局 

   次長兼総務経営課長 福 島   裕 

審議員兼総務経営課 

荒瀬ダム撤去室長 吉ヶ嶋 雅 純 

        工務課長 武 田 裕 之 

 警察本部 

      交通部参事官 岩 本 信 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   濱 邊 誠 治 

     議事課主幹   東   昭 宏 

――――――――――――――― 

 午前10時１分開議 

○小早川宗弘委員長 開会に先立ちまして、

御報告をいたします。 

 本日は、村上先生が若干おくれるというふ

うな連絡があっております。 

 それでは、ただいまから、第５回有明海・

八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会を

開会いたします。 

 なお、本委員会に１名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとい

たします。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 まず、議題１、有明海・八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件及び議題２、地球温暖化対策

に関する件について、一括して執行部から説

明を受け、その後質疑は議題ごとに行いたい

と思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いいたします。 

 また、説明者は、着座のまま説明をお願い

いたします。 

 それでは、まず議題１、有明海・八代海の

環境の保全、改善及び水産資源の回復等によ

る漁業の振興に関する件について。 

 ①有明海・八代海の再生に係る提言への対

応について説明をお願いいたします。 

 まず、佐藤環境立県推進課長。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の３ページをお願いします。 

 平成16年２月の有明海・八代海再生特別委

員会からの提言における施策を一覧表にまと

めております。 

 本日は、全19施策のうち、昨年９月の委員

会以降動きがあったものなど、黒丸をつけて

おります８施策について、平成27年度の取り

組み実績及び平成28年度の取り組み予定を中

心に、関係課から順に説明させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○宮本下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 資料の４ページをお願いします。 

 提言項目海域環境への負荷の削減に対しま

す生活排水処理施設の整備促進と適切な維持

管理の平成27年度の取り組みについて御説明

いたします。 

 ２の平成27年度の取り組み実績についてで

すが、右の②取り組み実績の欄で主なものに

ついて御説明いたします。 

 (1)汚水処理人口普及率についてですが、

平成26年度末で84.7％となり、前年度と比較

しまして１％上昇しております。 

 (3)ですが、昨年新設しました個人設置型

の転換促進補助事業につきましては、昨年の

８自治体から５自治体ふえまして13市町村に

おいて実施しております。また、国の補助基
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準に満たない市町村設置型補助事業について

は、昨年から１自治体ふえまして４市町が実

施しております。 

 (6)新たな生活排水処理構想の策定につき

ましては、学識者などで構成されています策

定委員会の第１回を昨年12月に開催しまし

て、構想の基本方針などについて説明を行

い、意見などをいただいたところです。 

 現在、各自治体の素案をいただいており、

これらを整理した上で、３月に第２回の委員

会を開催し、取りまとめを進めていくことと

しています。 

 次に、３の平成28年度の取り組み予定につ

いてですが、引き続き、上記(1)から(6)につ

いて取り組んでいくこととしております。 

 下水環境課は以上でございます。 

 

○平山水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 提言項目、海域環境への負荷の削減のう

ち、養殖場対策についてでございます。 

 養殖場から排出される負荷の削減という施

策についてでございます。 

 ２、平成27年度取り組み実績の②取り組み

実績をごらんください。 

 (1)漁場改善計画に基づく底質調査につい

ては、92漁場全ての調査を終えましたので、

今後は、各漁協に対し、調査結果に基づく漁

場改善報告会の開催について指導していると

ころでございます。 

 (2)給餌管理指導につきましては、４月と

８月に開催されました会議での指導に加え、

魚病診断などの機会を捉えて、今後も指導を

続けてまいります。 

 (3)ヒトエグサにつきましては、水産研究

センターで作成しました種網を10地区に配付

いたしました。現在、各地区で養殖中です

が、今漁期は、秋の水温低下がおくれたた

め、病害等が発生いたしまして、生育がおく

れておりました。 

 現在、水温が低下した１月中旬ころから次

第に生育が回復いたしまして、２月に入り摘

み取りが行われているところでございます。 

 次に、３、平成28年度の取り組みについて

でございますけれども、上記の(1)から(3)に

つきまして、今後も継続して事業に取り組ん

でまいります。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○赤羽森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 提言項目、海域環境への負荷の削減のうち

の、施策、森林整備の着実な推進でございま

す。 

 中段の２の平成27年度の取り組み実績の右

の欄です。 

 ②の取り組み実績について御説明させてい

ただきます。 

 ２つございます。 

 まず、１つ目といたしまして、市町村や森

林組合等の林業事業体を対象に、担当者会議

やヒアリングを通じ、補助事業の内容の周知

等を行い、計画的な間伐等の施業実施を促進

しております。間伐の実績といたしまして

は、12月末現在で4,387ヘクタールとなって

ございます。 

 ２つ目でございますけれども、森林ボラン

ティアを行う25団体に対しまして活動費の助

成を決定いたしました。また、森づくりボラ

ンティアネットにおいて、12月末現在で、現

地指導５回、相談対応20回等を実施しており

ます。 

 ３番の平成28年度の取り組み予定でござい

ますけれども、引き続きこれらの施策を着実

に推進してまいりたいと考えております。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○長井漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で
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ございます。 

 資料の12ページをお願いします。 

 提言項目、干潟や海底等の保全・改善のた

めの施策、覆砂等による漁場環境の改善につ

いてでございます。 

 １の施策の概要は、干潟等の漁場環境改善

のため、耕うんや覆砂、藻場造成等を行うも

のです。 

 ２の平成27年度の取り組み実績について

は、右欄②で９月以降のものについて御説明

いたします。 

 (1)の３行目からですが、耕うんの効果把

握のため、水生・底生生物調査、底質調査を

実施し、現在分析中でございます。 

 (3)県営事業によります天草市五和町及び

苓北町地先におきまして、5.8ヘクタールの

藻場造成を11月に完了いたしました。 

 ３の平成28年度の取り組み予定ですが、

(1)耕うんにつきましては、今年度と同様の

取り組みを行い、クルマエビ等の生息環境の

改善効果について検討します。 

 (2)、(3)の覆砂、藻場につきましても、今

年度と同様に県営事業を行います。 

 (4)漁業者等による藻場、干潟の保全活動

に対しましては、国、市町と連携して支援し

てまいります。 

 次に、資料13ページをお願いします。 

 施策、新たな漁場環境改善策等の検討につ

いて御説明いたします。 

 １の施策の概要ですが、砕石や海砂による

覆砂漁場の効果調査や覆砂にかわるアサリ試

験漁場の効果調査を行い、また、藻場の増殖

手法を開発するために、藻場の生息状況を把

握するものです。 

 ２の平成27年度の取り組み実績につきまし

ては、右欄②で説明いたします。 

 (1)平成21年度に施工しました砕石覆砂漁

場につきましては、周辺漁場ではほとんどア

サリが確認できない中、生息を確認し、覆砂

材としての有効性が確認されました。 

 (2)アサリ試験漁場の効果調査結果です

が、生息状況調査では、９回実施し、購入砂

等を用いた漁場では、平成26年３月の調査で

全ての地点で稚貝が確認され、その後生息数

は増減を繰り返しました。施設の耐用状況調

査では、覆砂材は、施工直後に広がり、1.3

ないし1.6倍の面積になりました。畝型耕う

んは、約１年で凹凸がほとんど確認できなく

なりました。バケットを用いた耕うんでは、

２年後でも効果が確認されております。保護

網の効果調査では、設置の有効性を確認いた

しました。 

 (3)天地返し耕うん等の効果探索では、５

カ所で試み、そのうち１カ所で優良な砂の層

を確認しております。 

 (4)牛深町、苓北町の藻類の生息状況調査

では、昨年度より増加していることを確認し

ました。また、天草町におきましては、漁業

者主体の食害対策が効果あることを確認しま

した。 

 ３の平成28年度の取り組み予定ですが、

(1)アサリ主要漁場において、天地耕うん等

の事業化に向けて、候補地探索のための土質

調査を予定しております。 

 (2)牛深町、苓北町の藻類の生息状況調査

を行うとともに、天草市における漁業者の藻

場回復の取り組みの支援を継続いたします。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 説明資料の16ページをお願いします。 

 提言項目は、泥質化した干潟の再生方策等

の検討についてでございます。 

 ２の平成27年度の取り組み実績について、

右の②の欄をごらんください。 

 (1)に記載しておりますとおり、関係県と

ともに、予算の確保や事業メニューの拡充等

について、政府提案、九州議長会、九州知事

会等、あらゆる機会を捉えて要望活動をして
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きました。 

 また、(2)ですが、専門家との勉強会を実

施し、また、環境省に対しては、評価委員会

報告の取りまとめや八代海湾奥部の再生方策

の検討等について要望活動を行いました。 

 また、今年度事業として、海域別の課題整

理を行っており、また、新たに設置した関係

課による再生推進チームにおいて、課題整理

の結果を踏まえながら、具体的な対策の検討

を進めてまいります。 

 ３の平成28年度の取り組み予定の欄にも記

載しておりますとおり、引き続き海域別課題

の整理結果や九州農政局が有明海において実

施した泥土堆積状況調査結果等を活用しなが

ら、地元の意見や有識者の知見を踏まえ、再

生推進チームにおいて、効果的な対策につい

ての検討を進めるとともに、国の評価委員会

や関係省庁に対し、提案、要望を行っていく

こととしております。 

 なお、評価委員会への対応と詳細につきま

しては、別途、この後御報告をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○木村水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 資料の20ページをお願いいたします。 

 水産資源の回復等による漁業の振興という

提言項目に対しますノリ養殖の振興について

でございます。 

 中段右側の平成27年度の取り組みですが、

高水温化といった環境変化に対応した新たな

養殖スケジュールの実践について、県漁連に

おける組合長会議等で協議を行い、十分な水

温低下を予測した採苗日や一斉撤去について

提案を行っております。 

 ノリ養殖については、まだ生産の途上でご

ざいますが、秋口の水温低下が順調ではなか

ったということで、現在、平年と比べまし

て、生産金額で88.3％と、少し低調な状況で

進行しているような状況でございます。 

 (2)の水産研究センターで開発中の高水温

に強いノリ品種についてでございますが、八

代市鏡町の養殖漁場で、ほかの従来品種との

成長比較試験を行ったところ、遜色ない成長

を示しました。また、低塩分耐性品種につい

て、現在データを収集中でございます。 

 ３番の平成28年度の取り組み予定でござい

ますが、平成28年度も環境変化に対応した養

殖管理の取り組みや養殖品種の選抜実施試験

を行って、ノリ養殖の安定的な推進を図るこ

ととしております。 

 引き続きまして、22ページをお願いいたし

ます。 

 諫早湾干拓事業に係る中長期開門調査の実

施でございますが、施策の概要等につきまし

て、(11)、(12)を追加しております。 

 和解協議についての内容でございます。 

 (11)でございますが、平成28年１月18日

に、長崎地裁は、国と営農者及び漁業者の３

者に和解を勧告いたしました。長崎地裁の和

解勧告の内容は、開門に代がえするものとし

て、相応の規模の漁場環境改善のための措置

を検討、実行すること、支払い済みの間接強

制金に加えて、一定の金銭を解決金として漁

業者側に支払うこと等を示しております。 

 (12)でございますが、これに対し、漁業者

側は、開門しないことを前提としている和解

案の撤回を求めております。これにつきまし

て、裁判所は、来月３月１日に、さらに具体

化した案を提示する予定としております。 

 23ページをお願いいたします。 

 上段右の取り組み実績ですが、②に追記を

しております。 

 １月22日の和解協議に先立ち、１月20日

に、農林水産省農村振興局より小野副知事に

対して和解案に対する国の考え方について説

明がありました。その説明に対しまして、県

からは、有明海の環境変化の解明のためには

開門調査が必要であるという考え方は変わら
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ないということを伝えております。 

 平成28年度も、国の責任において十分な対

策をとって開門調査を実施されるように求め

てまいります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、②有明海・八代

海等の再生に向けた熊本県計画に関する平成

28年度事業について説明を求めたいと思いま

す。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 説明資料の24ページをお願いします。 

 有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計

画に関する平成28年度事業につきまして、表

に記載のとおり１から９まで、県計画に定め

る事項別に、平成28年度に取り組む事業数及

び予算額を記載しております。 

 なお、複数の事項にまたがるものを重複計

上しているため、合計額とは一致しません

が、重複を除きますと、平成28年度は、49事

業、事業費総額約104億円を計上させていた

だいております。 

 平成28年度は、骨格予算でありますので、

単純な比較はできませんが、前年度当初予算

に比較しますと、約25億円、率にして約50％

の減額となっています。 

 説明資料の25ページ以降に個別の事業概要

を添付しておりますが、説明は省略をさせて

いただきます。 

 平成28年度事業についての説明は以上でご

ざいます。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、③報告事項とし

て、有明海・八代海等総合調査評価委員会へ

の対応について及び荒瀬ダムの上下流におけ

る河川環境の変化について説明を求めたいと

思います。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の35ページをお願いします。 

 有明海・八代海等総合調査評価委員会への

対応についてでございます。 

 まず、１の県の推進体制としまして、(1)

の再生推進チームを発足させております。 

 ヘドロ対策や八代海湾奥部対策など、地元

が長年抱えてきた課題につきまして、地元の

意見を踏まえながら、現状把握や課題整理を

し、複数の有識者の知見も踏まえまして、ま

た、当委員会の御意見をいただきながら協議

を進めてまいりたいと思っております。 

 目的は、施策の方向性や効果的な事業のあ

り方等についての検討を深めていくこと、そ

れから、総合調査評価委員会や国の関係省庁

への要望活動を実施し、再生の加速化につな

げていくことでございます。 

 メンバーは、ここに記載しておりますよう

に、環境局長を座長としまして、３部９課長

で構成をしております。２月初めに第１回会

議を開催し、設置の趣旨、今後のスケジュー

ル等の確認を行い、第２回会議では、海域別

課題整理について検討をする予定としており

ます。 

 (2)のネットワークづくりにつきまして、

身近な海域の環境特性や再生に向けた課題、

必要な対策などにつきまして、地元の意向を

把握し、県民総ぐるみで有明海、八代海の再

生に取り組む機運醸成を図るために、ここに

書いておりますように、３地区での意見交換

会を開催するとともに、秋ごろには関係団体

や県民を巻き込んだ有明海・八代海再生フォ

ーラムを開催したいと考えております。 

 次に、２の評価委員会の今後の動きについ

て御説明いたします。 

 平成18年12月の評価委員会報告以降の国や

各県の調査結果等をもとに、有明海、八代海

等の評価を取りまとめて今年末までに報告を

される予定であることは、御報告したとおり
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でございます。 

 評価委員会について、ここに記載しており

ませんが、少し説明をさせていただきます

と、その任務は、特措法によりまして有明

海、八代海等の再生に係る評価を行うととも

に、主務大臣等に意見を述べることができる

とされておりまして、非常に重たい報告でご

ざいます。 

 県としましても、平成18年12月の報告か

ら、問題の要因分析や再生方策についての検

討が一層深まりまして、今後、関係省庁が有

明海、八代海の再生事業に取り組む際の根拠

となるような報告内容を期待していたところ

でございます。 

 しかしながら、再生方策につきましては、

ケーススタディーとして有明海の２海域のみ

しか示されないこと、特に、八代海について

十分な内容となるのかなどの懸念がありまし

て、今後、地元の意向も反映した十分な記載

がなされるよう、県として働きかけていきた

いと考えています。 

 そこで、３の今後の対応についてでござい

ます。 

 説明資料36ページ、スケジュールをごらん

ください。 

 一番上段の水色の枠内に評価委員会の動き

を記載しております。「検討」と記載してお

りますが、情報によりますと、８月ごろまで

に素案が作成され、その後、他省庁への照会

やパブコメを経て年内に取りまとめられると

聞いております。 

 それに向けまして、その下に赤字で書いて

おりますが、２月23日に小委員会、これは熊

本市の国際交流会館で開催されるものです

が、その後、３月23日に評価委員会本会議が

開催されます。その後、５月と７月、それぞ

れ小委員会、本委員会が開催されると聞いて

おります。このスケジュールを考えますと、

５月の本委員会までの働きかけが非常に重要

になってくると考えております。 

 上から３段目に書いておりますが、まず３

月初めに、当委員会とも連携をさせていただ

きまして、地元国会議員への要望活動を実施

したいと考えております。また、３月23日開

催の評価委員会において、一番上の段になり

ますが、熊本県の取り組み状況等についての

説明を行う予定としております。その後、報

告の作成状況を見ながら、５月の評価委員会

におきまして、地元や専門家の知見も踏まえ

県の提案を行うなど、さらなる対応をしてい

きたいと考えております。 

 以上、当面の動きについて御報告させてい

ただきましたが、今後再生推進チームで連携

して戦略的に取り組んでいきたいと考えてお

りますので、御指導のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

 

○福島企業局次長 企業局でございます。 

 資料の37ページをお願いいたします。 

 荒瀬ダムの上下流における河川環境の変化

についてでございます。 

 企業局におきましては、荒瀬ダムの撤去に

伴いまして、環境モニタリング調査を実施し

ております。この環境モニタリング調査は、

ダムの撤去に伴いまして、ダムの上下流にお

けます河川環境の変化が予測されるために行

っているものでございます。ダムの上流の瀬

戸石ダムから下流の遥拝堰の範囲におきまし

て、調査ポイントを定めて、水質、底質、動

植物、基盤環境等の各項目について調査を実

施しております。 

 次に、その調査結果でございます。 

 現時点における主な変化の状況を２点記載

しております。 

 まず１点目は、河川環境の変化になりま

す。 

 平成22年度のゲート開放及び25年６月の水

位低下により、ダムの上流部におきまして水

位が低下し、それに伴いまして、砂州の出現
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や瀬の形成が見られるようになる等、ダムの

建設前の河川環境が回復しつつございます。 

 ２点目は、動植物の変化になります。 

 ダム上流の湛水状態、水がたまった状態で

すけれども、湛水状態から流水状態になった

調査地点におきまして、アユの餌となります

付着藻類の増加、それから、底生動物のうち

カゲロウなどの流水性種数の増加が確認され

ております。 

 下のほうに掲載しておりますデータは、こ

の付着藻類や底生動物の増加傾向を示したグ

ラフになります。 

 なお、次ページ以降につきましては、参考

としまして、八代海も含めました状況につい

て環境保全課が取りまとめました水質の状況

と、水産振興課等が取りまとめました漁場環

境に関する調査として、球磨川における仔ア

ユの推定流下尾数及び稚アユのすくい上げ尾

数について、各年度の状況を取りまとめたも

のを掲載しております。よろしくお願いいた

します。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、議題２、地球温

暖化対策に関する件に参りますけれども、ま

ず、①地球温暖化対策に関する最近の動向等

について説明をお願いいたします。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の42ページをお願いします。 

 地球温暖化対策に関する最近の国際的動向

についてでございます。 

 昨年12月、ＣＯＰ21でパリ協定が採択をさ

れました。京都議定書とは異なりまして、途

上国も含めて、全ての締約国が、自主的な削

減目標の設定及び対策実施の義務を負うとさ

れ、今後、55カ国以上かつ世界排出総量の55

％以上の排出量の国が批准することによって

発効いたします。 

 協定の主な内容をまとめておりますが、産

業革命前からの上昇を２度未満とし、1.5度

以下に抑える努力をすること、さらに今世紀

後半に排出量実質ゼロを目指すなどの長期目

標が設定されました。 

 また、３番目ですが、各国に削減目標の提

出と５年ごとの見直しを義務づけ、世界全体

の取り組み状況を５年ごとに検証するとし、

それにより実効性を担保しています。 

 下の表に、主な国の削減目標及び今定例会

に提出中ですが、環境基本計画で設定した本

県の目標も参考までに記載をさせていただい

ております。 

 一番下の国の対応ですが、このパリ協定を

受けまして、国内対策の充実を検討してお

り、国民運動の強化の推進などを盛り込んだ

地球温暖化対策計画をこの春までに策定予定

としています。 

 説明は以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、②地球温暖化対

策に関する提言への対応について説明をお願

いいたします。 

 まず、佐藤環境立県推進課長。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の43ページをお願いします。 

 平成21年３月の本特別委員会の提言への対

応についてですが、表に記載の黒丸の９項目

につきまして、平成27年度の取り組み実績及

び平成28年度の取り組み予定を中心に、関係

課から順に説明をさせていただきます。 

 なお、前回の報告から変更のあった施策や

新たな取り組み等はゴシック体で記載してお

りまして、その部分を中心に説明させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、説明資料の44ページをお願い

します。 

 まず、提言項目は、(1)事業活動における

取り組みの推進でございます。 
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 ２の平成27年度の取り組み実績をごらんく

ださい。 

 まず、(1)の条例の円滑な運用でございま

すが、①の事業活動温暖化対策計画書では、

１月末現在で311事業者から提出があり、多

くの事業者がＬＥＤ照明や太陽光発電システ

ムなど省エネ機器の導入に取り組まれまし

た。 

 ②のエコ通勤環境配慮計画書では、１月末

時点で76事業者から提出があり、通勤距離５

キロメートル未満のマイカー通勤者の割合

は、ここ数年横ばい傾向にあるものの、多く

の事業所でノーマイカーデーやエコドライブ

等の取り組みが行われました。 

 ③の建築物環境配慮計画書では、昨年末時

点までに441建築主から提出があり、平成26

年度実績としては、環境性能評価が「よい」

以上の建築物の割合は、目標の80％に対して

83.7％という結果でございました。 

 説明資料の45ページをお願いいたします。 

 (2)の事業者への情報提供、支援です。 

 (ア)の熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ

運動推進会議を、昨年11月24日に開催しまし

た。市町村や環境団体、事業者など約130人

が参加し、気候変動防止やＣＯＰ21 パリ会

議に向けた動きなどをテーマとした基調講演

を行いますとともに、地域事例発表なども行

いました。 

 また、事業所によるくまもとらしいエコラ

イフ宣言をウエブサイトで募集しています

が、１月末時点で248事業所が登録をされま

した。なお、昨年11月には、このウエブサイ

ト上で双方向のやりとりができるように改修

をいたしまして、温暖化防止に役に立つ情報

を定期的に発信したり、自分の取り組みを投

稿したりするなど、取り組みの活性化を図っ

ております。 

 飛びまして、(エ)のくまもとライトダウン

につきまして、今年度も、全国統一の取り組

みに県独自の実施日を加えまして、夏季に４

回、冬季に２回実施をいたしました。冬季に

は、１回は県婦人会連絡協議会と連携をし

て、家庭を対象に実施をいたしました。もう

一回は、事業所を対象に呼びかけ、延べ298

施設の参加があり、その削減電力量は約327

世帯１日分の電量消費量相当となっていま

す。 

 (オ)の再生可能エネルギー等導入推進事業

でございますが、これは、国の交付金を活用

しまして19億円の基金を増設し、平成24年度

から28年度までの５年間で、県や市町村等の

防災拠点や避難施設に太陽光発電等の再生可

能エネルギーや蓄電池等の導入を行うもので

す。 

 今年度は、市町村等の施設13施設及び県有

施設２施設に導入をしております。これまで

に市町村と県合わせまして71施設への導入を

終え、来年度は市町村の施設３施設への導入

を予定しているところでございます。 

 説明資料の46ページをお願いします。 

 ３の平成28年度の取り組み予定でございま

す。 

 (1)の計画書制度につきましては、これま

での運用に加えて、事業者にとってもコスト

削減につながりメリットを実感できるよう

に、事業者を専門家とともに訪問し、実態に

合わせた指導、助言を行うことや、優良事業

者の表彰などを実施することとしており、事

業者の主体的な取り組みの一層の推進を図っ

ていきたいと考えております。 

 (2)の事業者への情報提供、支援につきま

しては、ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推

進会議を中心に、(イ)以下の関連施策とも連

携しながら効果的に運用してまいります。 

 事業活動における取り組みの推進につい

て、説明は以上でございます。 

 

○前田交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 資料は48ページをごらんください。 
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 公共交通機関の利用促進に係る取り組み状

況について、ポイントを絞って説明いたしま

す。 

 真ん中の(3)の乗り継ぎの円滑化でござい

ます。 

 (イ)のＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナ

ーについてですけれども、運行開始から１月

までの利用者数は延べ28万9,400人を超え、

１日の利用者数も着実に増加しております。 

 続きまして、平成28年度の取り組み予定で

ございます。 

 49ページをお願いいたします。 

 公共交通利用機関の促進に向けまして、

(1)のノーマイカー通勤運動の強化や、(2)バ

ス路線再編の協議の支援及び(3)乗り継ぎの

円滑化について、引き続き取り組んでまいり

ます。 

 公共交通機関の利用促進につきましては、

以上でございます。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の50ページをお願いします。 

 提言項目(3)の家庭における取り組みの強

化についてでございますが、２の平成27年度

の取り組み実績をごらんください。 

 (1)のライフスタイルの転換に向けた啓発

の(ア)です。  

 この項目は、事業活動における取り組みの

ところでも御説明しましたが、昨年11月にウ

エブサイトを改修し、事業所だけでなく、家

庭や個人を対象として、エコライフ宣言を募

集しているところですが、個人では、１月末

現在で1,326人の登録があっております。こ

のウエブサイトを活用して、定期的に温暖化

対策についての情報を発信し、取り組み拡大

につなげていきたいと考えています。 

 (イ)の各種広報イベントですが、総ぐるみ

くまもと環境フェアを、１月30日、31日の両

日にグランメッセで開催しました。約１万人

の親子連れなどが来場されております。 

 (ウ)の地域の学習会への講師派遣等では、

さまざまな機会にくまエコ学習帳を活用した

普及啓発活動を行っているところですが、一

番下の小中学校向けの出前講座につきまして

は、合計21校、1,072人の受講となりまし

た。 

 今後、教育委員会や活動推進員との連携を

強め、普及啓発の一層の拡大に努めてまいり

ます。 

 説明資料の51ページをお願いします。 

 飛びまして、(キ)ですが、地球温暖化防止

の取り組みを進めるため、法に基づく地域協

議会の設立を進めています。この中で、平成

14年度から活動してきた水俣エコタウン協議

会が新たに地域協議会として登録をされ、県

内では１月末で12団体が地域協議会としての

活動をされております。また、現在77名の活

動推進員が県内各地で活動されていますが、

その活動をサポートするために、基礎研修を

７回、活動実践研修を２回開催しておりま

す。 

 中ほどの(2)の行動を促す仕組みの構築に

ついて、(ア)の九州版炭素マイレージ制度で

すが、これは、節電等の環境保全活動に参加

した人にコンビニなどで利用できるポイント

券を交付するというもので、九州７県で平成

25年10月から取り組んでおります。節電活動

への申し込み世帯数は、夏季が770世帯、冬

季が973世帯でございました。 

 (ウ)の住宅における省エネルギー設備の導

入支援ですが、ゼロエネルギーハウスの導入

支援を実施しており、20件に対して交付決定

をしております。 

 説明資料の52ページをお願いします。 

 ３の平成28年度の取り組み予定でございま

す。 

 家庭のＣＯ2排出量は、家電製品の大型化

や多様化などによりいまだ増加しておりま

す。事業所の取り組みとあわせて、家庭の取



第５回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成28年２月22日) 

 - 11 - 

り組みを活性化する必要があると考えており

ます。 

 (1)のライフスタイルの転換に向けた啓発

については、県民総ぐるみ会議と連携し、県

民運動としてさらに広く定着するよう取り組

んでまいります。 

 (2)の行動を促す仕組みの構築につきまし

ては、(ア)の九州版炭素マイレージ制度が、

さらに多くの県民の皆様の参加につながるよ

う、九州各県とも連携し、効果的な広報を行

うなど、適切な運用に努めてまいります。 

 家庭における取り組みの強化について、説

明は以上でございます。 

 

○赤羽森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 説明資料の53ページをお願いいたします。 

 提言項目、森林吸収源対策の推進でござい

ます。 

 中段より下、２番の平成27年度の取り組み

実績について御説明いたします。 

 １つ目ですけれども、森林所有者の負担軽

減といたしまして、市町村や森林組合等の林

業関係者を対象に、担当者会議やヒアリング

を通じ、補助事業の内容の周知等を行い、計

画的な間伐等の施業実施を促進しておりま

す。間伐実績につきましては、12月末現在で

4,387ヘクタールとなっております。 

 続きまして、企業等の森づくりの促進でご

ざいますけれども、こちらは主に２つの柱で

行っております。 

 １点目は、(ア)の企業等の森づくりを積極

的に支援するとともに、条例に基づく施策と

して、企業等が自主的に行う森づくり活動に

対し、森林吸収量の認証書を交付するもので

す。 

 今年度ですけれども、これまで、８月に、

サントリーホールディングス株式会社と西原

村、益城町、熊本県林業公社の森づくり協定

の締結を支援するとともに、森づくり活動に

よる森林吸収量の認証について、14者に対し

まして認証書を交付いたしました。 

 ２点目は、次のページ、54ページに参りま

して、(イ)の県有林におけるクレジット認証

の取り組みでございます。 

 五木村の県有林140ヘクタールの間伐によ

る二酸化炭素吸収量につきまして、クレジッ

ト認証を受け販売を行うもので、平成27年度

12月までのこれまでの販売実績は資料のとお

りとなっております。 

 また、(ウ)のとおり、クレジット取引の活

性化を目的に、クレジットを購入された方が

使用できるロゴマークを作成するなど、販売

促進に努めているところでございます。 

 資料の55ページをお願いいたします。 

 ３、平成28年度の取り組み予定でございま

すけれども、森林所有者の負担軽減につきま

しては、引き続き間伐等の実施に対し助成を

行うとともに、森林所有者による適正な管理

が見込めない人工林につきましては、針葉樹

と広葉樹のまじった森林に誘導するため、強

度の間伐に対しまして助成を行うこととして

おります。 

 企業等の森づくりの促進につきましては、

引き続き森づくり活動フィールドのあっせん

や助言等を行い、企業等の森づくりを積極的

に支援するとともに、クレジット認証を受け

たものにつきまして、カーボンオフセットに

取り組んでいる県内企業等にそのクレジット

を販売する努力を続けてまいりたいと考えて

おります。 

 森林吸収源対策の推進につきましては、以

上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 最後に、③地球温暖化

対策に関する平成28年度事業について説明を

求めたいと思います。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 
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 説明資料の56ページをお願いします。 

 地球温暖化対策に関する平成28年度事業に

ついてでございます。 

 表に、(1)から(5)まで、県計画に定めます

事項別に、28年度に取り組む事業数及び予算

額を記載しております。 

 なお、複数の事項にまたがるものを重複計

上としておるため、合計額とは一致いたしま

せんが、重複を除きますと、平成28年度は、

38事業、事業費総額は約24億円を計上してお

ります。 

 平成28年度は、骨格予算であり、単純な比

較はできませんが、前年度当初予算に比較し

ますと約25億円、率にしますと約51％の減額

となっております。 

 説明資料70ページ以降に個別の事業概要を

添付しておりますが、説明は省略をさせてい

ただきます。 

 説明は以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で執行部からの説

明が終わりましたが、まず、議題１、有明

海・八代海の環境の保全、改善及び水産資源

の回復等による漁業の振興に関する件につい

て質疑を受けたいというふうに思います。委

員の先生方には、質問される際は、何ページ

のどの部分といった御指摘も一緒にお願いし

たいと思います。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○坂田孝志委員 24ページです。 

 有明海、八代海の28年度の事業でございま

すが、中身についての詳細な説明はございま

せんでしたが、載っておればいいんですけれ

ども。 

 過日、委員長の取り計らいで、八代海湾奥

部の視察があったわけでございまして、水門

のもう首根っこに、あれが全くあかないよう

な状況でのヘドロ、泥土の堆砂状況でござい

ましたが、その実態調査をやっぱりしていた

だかないと、有明海のほうはやっておられた

ということでございますが、それがないと、

じゃあどれだけの土砂があって、仮にこれを

湾奥に置いたとするなら、どれだけの面積を

要するのか、どれだけの費用がかかるのか、

それをやっていただいたほうが、今後の湾奥

部の再生に向けての一つの大きな足がかりに

なるのではなかろうかなと、こう思っており

まして、ぜひ、これは執行部の方にも申し入

れてたんですが、これに記載してあればもう

いいんですが、中身がちょっとわからないも

のですから、もし記載なければ、６月以降の

また政策予算の中でも反映していただければ

なと、こう思うところでございます。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 直接的な八代海についてのお答えにはなら

ないと思いますが、まず、現在の状況を御説

明したいと思います。 

 ４県協調の取り組みといたしまして、農政

局のほうで、平成27年度から３年間かけて海

底地形調査を実施しております。それにあわ

せて、今年度、ヘドロ堆積調査も有明海につ

いては実施をしているところでございます。 

 泥土堆積調査につきましては、本県の要望

に基づいて５地域での調査を終えて、現在、

結果を取りまとめているところと聞いており

ます。その結果につきましては、再生推進チ

ームで検討をいたしまして、今後の施策や提

案、要望に活用していきたいと考えておりま

す。 

 お尋ねの八代海についても、現在、海域別

の状況や課題を整理しているところでござい

ますが、おっしゃったとおり、湾奥部につき

ましては、泥土堆積の問題があると我々も認

識をしております。 

 再生推進チームの中で、その具体的な対策

につきまして検討すると同時に、なかなか予

算の関係もございますので、国のほうに対し
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て、有明海同様調査を実施するよう、しっか

り要望していきたいと考えております。 

 

○坂田孝志委員 これはもう少しでも早く、

そしてそれぞれの課にまたがるわけでしょう

から、どこの課が本当に所管されるのか、目

的といいますか、あれをはっきりして、そし

て、それについて本当にこれをやっていただ

かないと、いやあれはどやんかせんばあかん

と言うても、実際の状況がつかめてないとな

かなか前に進めないことだと思いますので、

ぜひお願いをいたしたいと、このように思っ

ております。 

 

○佐藤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 少し補足をさせていただきますと、現在、

再生推進チームを立ち上げまして、その中で

検討を進めております。今までは、多くの課

がそれぞれが所管している法律それから制度

にのっとって事業を実施してきたところでご

ざいますが、今回、再生推進チームは３部９

課で構成されておりまして、さらに、その枠

を超えて、具体的なテーマについて、多角的

な視点からといいますか、今の制度で実施で

きるのか、新たな制度が必要なのか、そうい

った視点も加えて多角的に検討をしていきた

いと思っておりますので、ヘドロ対策につき

ましても、その中でぜひ検討を深めていきた

いと思っております。 

 

○坂田孝志委員 八代海は、４県にまたがる

わけじゃないから、熊本県だけでございます

から、やはりそういうのは有明海よりもむし

ろ取り組みやすいことじゃないのかなと、こ

う思っておりますので、何とぞ速やかに調査

していただきますように、これ、要望をいた

しておきます。よろしくお願いいたします。 

 

○村上寅美委員 ちょっと関連するところも

あると思いますけれども、有明海と八代海共

通の問題として、今環境立県からいろいろあ

った問題で、上下水道とか農薬散布の畑のそ

ういう共通の問題を取り扱うところと、有明

海は何が一番最優先でやらなくちゃいけない

のか、それから八代海は何なのかということ

をちゃんとしないと、これだけあんた一人で

どれだけ説明したか、これだけのね、それを

全部やろうとしたって無理だから。 

 だから、まず何が必要かという優先順位と

いうかな、そういうところのめりはりをしっ

かりつけて、やっぱり優等生答弁じゃなく

て、現地に背いた──さっき坂田委員の話も

あった、現地見らないと。物事が霞が関で決

まって、それを県におろしてきて、県でも一

生懸命やるというこの姿勢を批判するわけじ

ゃないけど、霞が関じゃ現地わからぬから、

わからぬ人間がルールを決めてるわけだか

ら、これは国会議員の先生方も一緒。 

 だから、ぜひ熊本県版としては、やっぱり

現地に即応するような政策をとってもらいた

いと思いますけれども、局長いるかな。 

 

○坂本環境局長 私のほうで再生チームを所

管させていただきます。それで、先ほど環境

立県推進課長のほうから、９課で構成すると

いうことでお話をさせていただきましたが、

今、坂田先生並びに村上先生のほうからもさ

まざま御指摘をいただきました点について

は、できるだけ海域別に課題の整理をして、

そこの因果関係を明確にしつつ、そして、そ

の因果関係の深さをより綿密に調査をさせて

いただいて、その中で何から手をつけたほう

が本当に望ましいのか、そういう対局に立っ

た形で、その再生チームの中で議論してまい

りたいというふうに考えておりますので、こ

れはできるだけ早急にさせていただきたいと

思いますので、また特別委員会のほうとも十

分連携をさせていただきますので、よろしく

お願いをいたします。 
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○村上寅美委員 ぜひそうしてもらいたいと

思うし、それから、研究して原因を追求する

ということはそれでいいけれども、有明海な

んていうのは、ヘドロをどうするかという結

論が出て、もう結論は出ているというか、も

うそういう問題は、県から国のほうにも積極

的に知事部局も４県の知事で構成して国に要

望されている。本庁に行って調べてきたらさ

れてるから、３カ年間調査とか──３カ年な

んかていうたら、やっぱりそれは要るらしい

たいね、時間が。それはやむを得ぬとして

も、やっぱり早く県も４県との連携もとりな

がらだけど、まず熊本県がリードしないと、

熊本県ほど熱心な県はないんですよ。前から

ずっとあれしてるけどね、だからその辺を局

長は心してやってください。要望で結構で

す。 

 

○坂本環境局長 はい、わかりました。 

 

○西岡勝成委員 関連しますけれども、有明

海、八代海の再生については、それぞれの角

度からいろいろな対策を打っていただいてお

りますけれども、先ほど企業局の福島次長か

ら話がありましたが、荒瀬ダムの撤去に伴っ

て、この藻類あたりは徐々に回復してきて、

私は本当にありがたいことだと思っていま

す。多分生物というのは、藻類とか藻場がで

きて、だんだん資源的に、いろいろな貝類に

しても、アユにしても、いろんな魚にして

も、徐々に回復してくると思うので、藻類と

いうのは藻場というのは非常に大事だと思い

ます。 

 この前、牛深で豊かな里海づくり発表大会

がありまして、私も話を聞きにいきました。

若い青年部の人たちが、それぞれ現状を把握

しながら、その藻場対策の再編に努力されて

おることに非常に関心を持ってありがたく思

ったんです。１世代前の人たちは、漁業とい

うのは、もう来たら魚がおったらとるという

ことしか考えてなかったけれども、彼らがよ

うやく資源管理をしながら、そういう資源を

守りとっていく、そして高く売るというとこ

ろまで来たなと思います。 

 実は、私ごとで恐縮ですが、18年前に牛深

の青年部をつくらせました。そして、とるこ

とばっかり考えぬで高く売ることを考えて資

源管理をしながらしていかぬと長くは続かぬ

よということで言ってきました。どうにか彼

らも年配の方々といろいろ対立をしながらこ

こまで来たかなという感じで、この前の取り

組みを聞いたんですが、まだその取り組みは

点でございます。できれば、これを線にし

て、面にして、全体でやっぱり取り組めば、

まだまだ私は資源の回復は早くなるのではな

かろうかと思うんですけれども、やはりそう

いう取り組みができるのは、若い世代、女性

の視点、そういうものがないといけないと思

うんですけれども、その辺も含めて、長井漁

港漁場整備課長、振興課にも関係しますけれ

ども、そういう組織づくりと、やはり点から

線、面に取り組んでいただけば、先ほどから

出ている資源の回復もまだ早くできるのでは

なかろうかと思いますけれども、その辺につ

いて、ちょっと感想といいますか、今後の取

り組みについてお聞きしたいんですけれど

も。 

 

○木村水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 取り組みの一つとして、牛深地区でアマモ

場の再生がございます。これは、砂月の海岸

で、先生がおっしゃるような点で始まりまし

たが、その状況を青年部のほうが視察をする

に当たって、今度は久玉のほうで広げられな

いかというふうに、そういうふうに面的な広

がりが今続いているところでございます。天

草の水産課普及員も相当力を注いでおります

ので、今後とも側面的な支援としてはあわせ
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てやっていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 

○西岡勝成委員 先ほども言いますように、

藻場というのは非常に大事な原点ですので、

ヒトエグサとか、ホンダワラとか、ヒジキと

か、そういうことも含めて、ぜひ確実な対策

を打って、そういう対策を推進する、運動を

推進する人づくりも、ぜひやってもらいたい

と思います。 

 もう一つ、海の再生に非常に私も期待をし

て、クマモト・オイスターの件についてはお

願いをし、県も力を入れて取り組んでいただ

いておりますけれども、残念ながらまだ本格

的に波及していかない部分がありますけれど

も、今回5,000万かな、予算を来年度の予算

でつけて取り組むということだけを聞いてい

るんですが、どういう取り組みをされるんで

しょう。 

 

○木村水産振興課長 クマモト・オイスター

につきましては、いわゆる純種というものが

夏を越さないということがだんだん明らかに

なってまいりましたので、いわゆる純種とマ

ガキというような混血種、これを用いた新た

な養殖にチャレンジすることとしておりま

す。ただ、純種につきましても、やはり現在

短期養殖で取り組んでおりますので、これは

これとして、一つの大きな柱として育ててい

くような形にしていきたいというふうに考え

ております。 

 

○西岡勝成委員 これは余談になりますけれ

ども、仮に純種がクマモト・オイスターで、

Ｆ１というんですかね、それはもうクマモ

ト・オイスターの名前は使われないんです

か。 

 

○木村水産振興課長 遺伝的にやはり区別さ

れるものでありますので、名前については今

後また検討していきたいというふうに考えて

おります。 

 

○前川收委員 先ほど坂田委員からの御質問

がありましたけれども、私は、残念ながらあ

のとき視察に行けなかったんですけれども、

当時の現場視察の写真はちゃんと見せていた

だきまして、河川のところにあるべきゲート

が閉まったままであかないと、閉まったまま

だからポンプで湛水防除をやっているという

状況でしょうけれども、これは環境的視点と

いうよりも、もうむしろこれは災害に近いと

いうか、それはもう災害ですよ。しかも、そ

れがゲートがあいたならば災害が起きなかっ

た、ゲートがあかないがゆえに、ポンプだけ

では賄えなくて湛水したということであれ

ば、もう人災ということになると思っていま

す。 

 ここは有八の委員会ですから、環境的視点

でお話しになることはよくわかりますけれど

も、これは防災として防災対策的な位置づけ

で取り組まないと、環境的にやってもなかな

か環境省はそんなお金は出さないと思います

し、実際実行するのは、例えば湛水だったら

農政局、農林水産になるし、河川で人家に水

が上がれば、これは国交省の河川管理という

話になるわけですけれども、その辺の具体的

に突っ込んだ話は、両課長ともいらっしゃっ

てますけれども、どうなってるんですかね。 

 

○村上河川課長 河川課でございます。 

 先日、八代海の湾奥を見せていただきまし

たけれども、具体的に視察に行きましたのは

五丁川というところの河口でございます。 

 基本的には、今現状としましては、ゲート

が閉まってポンプで排水をしている状況でご

ざいまして、今一生懸命農政部さんのほう

で、そのゲート管理あるいはポンプ管理をや

ってもらっているところでございます。 

 災害の状況でございますけれども、ここ30
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年間民家等への浸水被害は発生していない状

況でございまして、河川課といたしまして

は、今のところ排水関係は適正に動いている

のかなと考えているところでございます。 

 以上です。 

 

○西森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 御指摘の樋門については、５門あります。

農政部で管理しているのは５門あるんですけ

れども、そのうちの３つの樋門が開かない状

態になっております。しかし、これは五丁川

のほうの水量が少なくて、中で水をためてフ

ラッシングという手法で水道をつくっている

ような状況でございます。５門全て開くと、

その威力が弱いので、地域と話し合いの上、

５門のうちの２門でそれを定期的に行って水

道を確保しているという状況でございます。

それを２門しか開いてないということで、後

背地に対して甚大な被害が起こったという報

告は受けておりません。今のところは適正に

管理されていて、雨のときにはポンプによっ

て排水をされている状況だと私は考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 あからない状態、本来あくべ

きゲートが、その堆積によってあかない状態

になっているということではなくて、わざと

あけてないと、あけようと思えばあきます

と、どの樋門も、そういうことですか。私が

見た写真じゃ、もう埋まってしまって、あ

れ、あかないという状態だと思っています。 

 

○西森農地整備課長 あきません。５門のう

ち、最初５門とも開こうとしたんですけれど

も、それでは後ろの水を計算しましたら足り

ませんので、３門やって、そのうちの２門で

実施して、残りの１門については、そのまま

置いておきましたら、やはり埋まってしまっ

たと。フラッシングをしないと全部埋まって

しまいます。 

 

○前川收委員 そもそも樋門とか、門じゃな

かですたい、それは。あかないとおっしゃっ

ているんだったら、それはもう門じゃないで

すよ。堰と同じ状態になる。なぜ門が必要か

という前提の中で門をおつくりになったわけ

でしょうから、もう既に機能がそれはもう死

んでいると、門じゃないと、樋門とかという

門じゃないという状況になっている。たまた

まこれまでの間甚大な被害はなかったかもし

れませんが、この後どういう雨が降るかわか

りません。しかも、雨の降り方によっても違

いますね。 

 本来樋門は、河川のほうが水位が低いとき

にはあけて樋門から水を流すと、逆に本川の

ほうが水が高いときには閉めて用排水のほう

に水を送らないという、そのために調整機能

があって、あけたり閉めたりできなければな

らないはずが閉まったままということは、も

う完全に機能不全になっているわけで、そも

そもなぜ門が必要だったのかという話も含め

て、やっぱりそれはちゃんと、それが環境的

にどういう負荷があるかということよりも、

むしろ防災対策として、たまたま今までは大

丈夫だったということじゃなくて、もうちょ

っとその辺はしっかり取り組まないと、完全

に人為的な話になってしまうと思います。 

 あくべき門があかなかった、そのことによ

って災害が発生した、誰の責任ですかと言わ

れたときには、それは門の管理者の責任です

と言われてしまうことになると思いますの

で、そのことも踏まえてしっかり取り組んで

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○坂本環境局長 先ほど環境サイドでという

ことでお話をいただきましたが、あくまで再

生チームというのは、環境の保全、それと水
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産振興とか利用という側面、海をどう利用し

ていくかという側面、それと先生がおっしゃ

った防災の視点、その３つをどのような形で

調和を図るかという形の中で再生というのは

検討してまいりたいというふうに考えており

ますので、そこについて９課それぞれの知恵

を出し合いながら、そこで十分議論をさせて

いただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いしたいなと思います。 

 

○坂田孝志委員 先ほどの排水の被害が起き

てないとかの話ですが、どうですか、あって

るでしょう。だから、今度、国営のやつで排

水の機場を大きくする計画だとか、排水だと

か、そういうのが千丁ぐらいで新たな計画が

上がってるわけでしょう。 

 だから、あそこは排水が悪いから、レンコ

ンとか、むしろ水が多いやつの作物、施設園

芸なんかをしようと思っててもなかなかでき

ないから、それが上がってきたんです。それ

が、今全然起きてないと言えば、計画はやる

必要ないよ、そんなの。何百億もかけてやる

のに、国営で、県の負担もあり、地元の負担

もある。実態を素直に認めて、そしてやろう

としないと、５門のうち２門開いてますから

大丈夫だと、そんな言い方をするとな、こっ

ちもむきになるぞ。やわらしくきょうは言お

うと思っていたのに、ちょっといかんよ、そ

ういう考え方じゃ。おい地元議員、発言し

ろ、２人とも。そこ３人。 

 

○末松直洋委員 先ほど前川幹事長からも言

われたように、実際被害が起きてます。昨年

の台風15号で、実は、床上浸水が４件、床下

浸水が27件起きております。あの程度のと言

ったら語弊があるんですけれども、あの程度

の台風で高潮が起きるということは、もうあ

の海面とその農地の高さが逆転しているんで

す。非常に危険な状態なので、今後もああい

うことが起こり得るということも頭に入れと

いて、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい

と思います。 

 

○小早川宗弘委員長 地元の委員はよろしい

ですか。 

 

○吉田孝平委員 地元の吉田です。 

 松橋の沖塘という地区があそこの海面の近

くにあるんですけれども、そこの地元の方の

意見を一番聞いていただきたくて、高潮のと

きとか、本当に海面が家の本当に中間ぐらい

まで来ているような状態でございますので、

本当に皆さんびくびくして暮らしてらっしゃ

います。そういった御意見をしっかり聞いて

いただきたいなと、地元の意見を。よろしく

お願いいたします。 

 

○佐藤環境立県推進課長 今のは昨年の災害

の件だと思いますが、それは情報は私どもも

収集しておりまして、たしか15分の間に2.8

メートルを超える高潮災害があったと聞いて

おりますので、それは運用なのか、設備が不

備があったのか、そういったところを検証し

ていると聞いております。松合のときよりも

かなり短時間に高い高潮が襲ってきていると

聞いておりますので、それは検証して情報収

集しながら対応していきたいと考えておりま

す。 

 

○西森農地整備課長 農地整備課西森でござ

います。 

 大変不適切な発言、申しわけございませ

ん。 

 被害があってないというのは非常に間違い

でして、申しわけございません。それを最大

限抑えるためにいろいろな各種計画をやって

いて、ただそれが少しおくれているというよ

うな状況で、努力はしていっているつもりで

ございます。申しわけございませんでした。 
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○城下広作委員 １月７日に佐藤農水政務官

がちょっと熊本に来ていただいた折に、八代

市長、宇城市長、宇土市長、玉名市長と一緒

に同席をさせていただいて、何がお困りです

か、農水関係でという話をする機会がござい

ました。 

 そのときにこぞって皆さんが言われたの

が、用排水機場が老朽化をしている、また、

この容量といいますか、量をはく能力が落ち

ているということで、この特段の整備を進め

ていただきたいと。結果的には、それは全部

河川がいわゆるその大雨のときに水かさが上

がると、そして、結局それを海岸のほうにポ

ンプで送れないと、そのことによって、特に

八代は、施設園芸──稲作は、２～３日水が

つかっても問題がないと、まだ大丈夫と、と

ころが、施設園芸は、１日浸かっただけでメ

ロンやトマト全てもう商品にならないという

ことだから用排水ということが大事なんです

よと。ところが、予算の関係でなかなかこれ

が更新できないという現状がありますと、全

てその問題は、結果的に水門とか全部閉まっ

て水がわっとあると、逆流してそれがぐっと

水田まで上がるということだから、全く樋門

の価値とか云々とか、それはどうなっとるの

かと。 

 今の話をずっと聞くと、根本的な話が全然

違うというふうに捉えなきゃいけないような

形の部分で、本来の機能が、もう本当にもう

一回冷静にちゃんとどれが問題なのかという

ことを確認しとかないと、そもそも論じた話

が、全然違うような格好で受け取られるよう

な形になったものですから、そのことはちょ

っと確認をしておきたいというふうに思いま

す。 

 

○西森農地整備課長 ただいまの御指摘に対

して答えになるかどうかわかりませんが、樋

門が閉まっているというのは、水道を確保す

るために２門でやっていると、この排水につ

いては、排水機場の能力をふやしている方向

で今計画しております。そのほかの八代湾奥

周辺についての排水機場については、全て計

画を立てておりまして、それに対して改修を

すべく実施をやっているところですが、少し

おくれている状況でございます。内水面の排

水機場についてはですね、という状況です。 

 

○城下広作委員 いずれにしましても、この

昨今の大雨とかなんかになった場合に、ほと

んど水田とか施設園芸とか、そういうところ

に水が上がるという現実はあるわけだから、

これをどういう形で早急に対処するかという

ことは根本的に考えとかないと、農業やまた

ある意味では生活全てに大きな影響を及ぼす

ということだけは確認をしておきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 言い尽くされてるようです

けれども、私も現地視察行って、この関連で

すが、水門が閉まったままというのは、これ

はもうヘドロが堆積してどうにもできない状

態なんですね。現地を見れば、それは、海水

面のほうが、海域のほうが──先ほど末松委

員がおっしゃったですね、かなり高くなって

いるというのは、ずっと向こうのほうの干拓

地が新たにこれつくられていますね。あの干

拓地ができた中で、ずっとやっぱり堆積をし

ていったんじゃないか。根本的な問題が何か

あるような気がしてならないんですよ。水門

がどうのこうのという問題よりかもっと大き

な問題がありそうな感じなんですが、これ

は、今の農地面積と海域が高くなっていると

いうことについての問題点の解決はどうされ

ていくのかな。 

 確かに、八代湾奥部のヘドロ対策について

は、先ほど課長から説明いただきましたし、

この資料の25ページには、今回フォーラム56

4万2,000円ということで、何か具体的なそう
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いうふうな手順を踏まれるようですけれど

も、何か根本的なところが違うような感じが

してならないんですね。海域全体、干拓との

関係、そこら辺はどういう理解の仕方でいい

んでしょうか。 

 

○坂本環境局長 なかなか難しい御質問だと

思いますが、私どもが今承知しておりますと

ころでは、あの地域において、突端が若干干

拓で出ておりますけれども、あの先から潮流

がどのような形で流れているかというのを調

査をしてみますと、出る力と入る力を比較し

ますと、入ってくる力のほうが強くて出る力

がほとんどないというのは今の現状です。だ

から、どんどんどんどん外から堆積物が入っ

てきているというのが潮流から読み取れると

いうことになるかと思います。その辺は根本

的な問題ですので、その辺を逆に今度どうし

ていかなければならないのかということは、

専門家を交えて十分そこは議論をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

 

○岩中伸司委員 そのとおりだなというふう

に思います。私は、あそこは全面もう干拓す

るしかないかなという思いも受けました。感

想です。 

 

○山本伸裕委員 35ページになるかと思いま

すが、有明海・八代海等総合調査評価委員会

の対応というところで、有明海の異変の問題

に関してなんですけれども、村上委員おっし

ゃられたように、やっぱり異変が起こった

ら、やっぱり何が問題なのかという、その最

大の問題について、原因を解明して有効な対

策を打つというような点では、私も全面的に

賛成です。 

 それで、私、先日県立大学の堤先生のお話

を聞く機会がありまして、有明海異変の最大

の原因は諫早湾干拓だと、そして潮受け堤防

の開門をすれば大幅に状況は改善すると、も

うこれはずっとこの間研究をしてきて、これ

が私の確信ですというふうにおっしゃったん

ですね。 

 そういう点では、このページに有識者の知

見も踏まえて施策の方向性、効果的な事業の

あり方についての検討を深めるというような

ことも書かれてありますので、ぜひそういう

点では、堤先生は県がつくった大学の先生で

もありますし、そして、ベントス学会の会長

とか、国際的にも専門的な分野では非常に権

威のある先生でもありますし、その先生が有

明海異変の最大の問題は諫早湾干拓だという

ようにおっしゃっているわけですから、そう

いう点では、ぜひ意見を参考にしていただい

て、それを反映させるようなことを考えてい

ただきたいなというふうに思います。 

 あわせて、特別委員会のほうで前回滝川先

生のお話を学習する機会をつくっていただき

ましたが、それは非常に私も学ぶところが多

かったですし、大いに参考になったんですけ

れども、そういう点では、委員会としても、

今後委員会の構成がどうなるかわかりません

けれども、ぜひ堤先生を呼んでいただいての

学習会なども計画していただけるとありがた

いなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○佐藤環境立県推進課長 複数名の専門家の

方をお呼びするように予算も計上しておりま

すので、テーマに沿ったところでいろんな専

門家の方にお願いをしたいと考えておりま

す。 

 

○村上寅美委員 山本先生が言われた諫早湾

干拓ということが最大の要因と。堤先生は、

県立大学とおっしゃったように、常に県との

連携はとれてるはずだよね、堤さんとは。堤

教授は僕もよう知っとるけど。 

 ただ、全てが諫早湾と、諫早湾が影響しな

いとは言わぬけど、潮流の変化で、言わぬけ
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ど、最大は、先生、これは128年も有明海は

干拓がなされてないんですよ。有明海は。だ

から、生活排水から、山の──この前阿蘇

が、一昨年かな、あれは１週間で白川まで来

ているんですよ。山が崩れて川に入ったら、

もうヘドロですから。それが128年間も有明

海は垂れ流しの状態なんですよ。これが、私

は最大──最大とおっしゃるから、最大は私

はここだろうと思います。 

 だから、うちの前は河内漁協ですけれど

も、河内漁協の塩屋ですけど、私が組合長と

話して、とにかくヘドロを何とかしないから

県も困っとると。有明海はないんですよ、漁

港課の捨て場が。だから何とかつくってくれ

ぬかという話で、大体25ヘクタールだから、

第１次で11ヘクタール、もう着工してます。

そして、もうヘドロを入れてます。とったと

ころは湧くんですよ、稚魚が。そういう現状

であるというから、最大は私はヘドロという

ふうに思いますから、ちっとあたと合うとこ

ろもあるばってん、大半な合わぬけんな。 

 

○山本伸裕委員 村上先生と論争するつもり

もありませんし、私が言ってるわけじゃなく

て堤先生が言ってるわけですから。 

 そういう点では、開門調査というのは、開

門して影響を調べようというわけですから、

それはもう裁判の確定判決でもあるわけです

し、それはやっぱり早急に実施するというの

は当然のことでありますし、その影響につい

てやっぱり調べるし、専門家の意見も聞い

て、参考にして、対策を検討していくという

ようなことで要望したいと思います。 

 

○坂田孝志委員 山本委員の発言で佐藤課長

が答えられましたけれども、何か呼んでくれ

とかなんか、それについて。 

 それは委員長の権限だから、執行部が判断

することじゃないから、委員長が検討します

とかなんとかでしないと、執行部が呼んです

るんじゃないから。だから、それは委員長、

検討しますぐらいであんたがおさめとかぬ

と。委員長。 

 

○小早川宗弘委員長 わかりました。 

 

○前川收委員 執行部側のあれで呼ぶと言っ

たんだろう。 

 

○坂田孝志委員 ここに滝川先生を呼んでし

たから、そういうことをやってくれというこ

とを言うから、それは委員長の判断ですれば

いいことだ、執行部の判断ですることじゃな

いと、そこは委員長、よく検討しますと言っ

とかんといかぬよ。 

 

○小早川宗弘委員長 委員会では、幅広い意

見を今後も聞いていきたいというふうに──

それは検討しますということでおさめさせて

いただきたいと思います。私も、ちょっと再

生推進チームの件で、そういう議論が欲しい

というふうな山本委員の発言だったかなと思

いましたので。 

 引き続き、補足で、局長。 

 

○坂本環境局長 今の坂田先生の御意見は、

そのとおりだと私も思いますので、そこは先

ほどの説明が若干不足しておりまして、私ど

もで意見を聞く人としての多くの方々に意見

を聞くという形で御了解いただければと思い

ます。 

 それともう一つ、山本先生から御紹介があ

りました堤先生のことですが、この総合調査

評価委員会につきましての位置づけでござい

ますけれども、この委員会では、諫早湾の干

拓の事業の是非は議論しないということで、

この委員会は決まっております。 

 といいますのは、それを議論してると、ず

っと延び延びになってまいりますので、その

中で、いろいろな調査結果については、その
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場で机上に出してきちんと議論していくとい

う形ではございますが、その事業自体の是非

は議論しないということになっておりますの

で、私どもとしては、先ほど、ベントスとか

いろんなことで大家ということでも私ども承

知しておりますので、そういう意味では先生

方の御意見を十分拝聴させていただきたいと

いうふうに考えておりますので、諫早湾が最

大の問題だとかいう形のものについては、私

どもとしては、なかなか、そこの部分をその

まま聞くというわけにはなかなかいかないの

かなというふうに考えております。 

 

○山本伸裕委員 おっしゃることはわかりま

す。ただ、一言言いますと、堤先生がなぜ最

大の原因かと言っているのは、潮流がそれに

よってどういうふうに変化したかというの

を、ずっと調査結果に基づいて解明されてる

んですね。だから、それは諫早湾干拓との関

係において有明海異変を研究するというのは

避けて通れないというところはあるかと思い

ます。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○小早川宗弘委員長 それでは、次に、議題

２、地球温暖化対策に関する件について質疑

はありませんか。 

 

○山本伸裕委員 51ページで、住宅における

省エネルギー設備等の導入支援というような

ことで、これまで取り組んでこられたことは

非常に積極的な意義があると思いますが、56

ページからで、新年度の事業でこれからの取

り組みということで書かれておりますが、こ

ういった住宅における省エネルギー設備等の

導入支援というのは、新年度以降継続してや

られていくんでしょうか。 

 

○佐藤環境立県推進課長 私のほうで全体的

なことをお答えさせていただきます。 

 先ほどもちょっと申し上げましたけれど

も、実は、今回は骨格予算でございまして、

昨年の当初と比べると大幅な減額となってお

ります。 

 その中で、特に骨格予算以外の理由で減額

となっている部分がございまして、市町村に

対して再生可能エネルギー導入支援がピーク

を過ぎまして残り３カ所となったことで、４

億程度の減額が起きております。 

 そういったこともありますが、そのほかに

ついては大体平年並みということで考えてい

ただいて結構かと思います。全体的なお話を

させていただきました。 

 

○村井エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 山本委員のおっしゃいましたゼロ・エネル

ギーハウスへの補助につきましては、27年度

に20件行っておりますけれども、これは、国

の補助に対するプラスアルファの上乗せの補

助を27年度させていただいたところでござい

ます。 

 今年度募集をかけた20件、きれいに応募が

あっておりますけれども、今後、来年度以降

につきましては、国の補助は継続する状況で

ございますし、大分ゼロ・エネルギーハウス

に対しての意識も強まってまいったというこ

とで、県の上乗せ補助は来年は取りやめる予

定にしております。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 やはり再生可能エネルギー

の普及促進という点では、県が上乗せ補助を

中止するというのはいかがなものかなという

ふうに思うわけですね。またさらに適用を広

げていくような方向で検討してもらったがい

いんじゃないかというのが私の意見です。 

 それと、もう１点よろしいでしょうか、委

員長。 



第５回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成28年２月22日) 

 - 22 - 

 45ページになりますですかね。 

 再生可能エネルギーの普及という点では、

例えば、導入推進で、公共施設なんかでの例

えば太陽光エネルギーの設備導入に対して助

成をするであるとか、蓄電のためのバッテリ

ーを購入する際に補助をするであるとか、そ

ういった積極的な支援が求められているんじ

ゃないかというふうに思うんです。 

 だから、そういう自給自足の再生可能エネ

ルギーの促進というようなことで、例えば今

言いましたバッテリーの設備についての補助

を検討するとか、そういったことはできない

かというような質問ですけれども。 

 

○佐藤環境立県推進課長 この45ページに記

載してあります再生可能エネルギー導入推進

基金事業というのは、今おっしゃったよう

に、市町村等のそういった防災の面も含めま

して、太陽光ですとか蓄電池を導入する事業

でございますが、これは、平成24年度に全市

町村に照会をかけまして、希望があったとこ

ろ、全部で70カ所程度でしょうか、何回も照

会をかけまして、県下全域に導入が進むよう

に公平に計画を立てたところでございます

が、ほぼそれが９割、大部分がもう終了いた

しまして、あと計画の残り３施設を残すだけ

となっております。そういう意味では、県下

全域に再生可能エネルギーの導入が市町村等

の公共施設については拡大してきたのではな

いかなと思っております。 

 

○山本伸裕委員 そこでやっぱり蓄電して自

給自足でエネルギーを賄っていくというよう

なところを、さらに奨励していただければと

いうふうに思っておりますので、それは要望

しておきたいと思います。 

 それと、済みません、委員長、もう１点な

んですけれども、一方で、太陽光発電なんか

では、急速にパネルの設置だとかで場所によ

ってはいろんな問題が生じているんですよ。

反対運動が起きたりとかですね。あるいは、

何かパワーコンディショナーというんです

か、直流を交流に変えるとかで電磁波が発生

するというようなことで心配の声が上がって

いるというようなことも聞くんですね。 

 だから、環境破壊を懸念するような意見も

ありますから、設置要綱とか、開発要綱と

か、県としての基準なりルールを決めていく

ことが必要になってくるんじゃないかなと思

いますが、そこら辺の見解を。 

 

○村井エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 太陽光発電につきまして、導入が進んで住

宅地そば等で太陽光発電ができますと、例え

ばまぶしいとかの光害とか、あるいはパネル

が飛んでくるんじゃないかとかいう不安と

か、いろいろあるかと思います。 

 それにつきましては、今、経済産業省のほ

うで事業者に対するアンケート調査を取りま

とめて、それに対する事業者への指導とか、

そのあたりをマニュアル化していくという話

を聞いておりますので、全国的な展開がなさ

れて、今後指導がなされていくものと考えて

おります。 

 

○岩中伸司委員 48ページですね。 

 空港ライナーの試験運行ですけれども、こ

れはいつかもお尋ねしたんですが、もう４年

半になるんですが、28年度も、今後も続けて

いくということですが、これは試行運転とい

う表現はもう適用しないんじゃないかと思う

んですが。 

 

○前田交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 先般、増永先生の質問のときにも答弁させ

ていただいておりますけれども、４年半続け

てきたと。今度も３カ月間の骨格の予算をい

ただいておりまして、その後、６月の肉づけ
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に向けて、また議論をしていきたいというふ

うに考えております。 

 

○岩中伸司委員 ちょっとわかりにくかった

んですが、これは有料にしていくということ

の動きはあるんですか。 

 

○前田交通政策課審議員 骨格予算において

は、無料での運行ということで予算を計上さ

せていただいております。 

 

○岩中伸司委員 そしたら、この空港ライナ

ーというのは、もう無料でずっと今後続けて

いくという方向を考え方を持っているという

ことの理解でいいですか。 

 

○前田交通政策課審議員 それも含めまし

て、６月の補正のときに議論をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○吉永和世委員 59ページですね。 

 水素ステーションの普及促進とあるんです

けれども、今年度県庁内に１個ステーション

ができるというふうに聞いておりますが、能

力的にどうしてもやっぱり小さくなっている

んだろうと思うんですけれども、今後の展開

を考えると、民間投資というのは必ず必要に

なってくるのかなと思うんですけれども、そ

ういったことに対しての対応というのは何か

考えてらっしゃるんですか。 

 

○村井エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 今後の水素社会を見つめますと、商用の水

素ステーションの整備が当然必要になってき

ておりまして、今県庁につくっておりますＳ

ＨＳ、スマート水素ステーションにつきまし

ては、過渡的な措置だというふうに認識して

おります。 

 ただ、商用の水素ステーションにつきまし

ては、事業者がやる気を持たれてつくる、つ

くって運用する段階では、ＦＣＶ、燃料電池

自動車は非常に当初は少のうございますか

ら、当面はイニシャルコスト、ランニングコ

ストとも折り合わない状況が続くと思われま

す。したがって、事業者は、今つくってもほ

とんど赤字なんだけれども、国策ということ

もあって、４大都市圏を中心に商用水素ステ

ーションの整備を進められているところでご

ざいます。このため、地方都市であります熊

本での整備というのは、もう少し時間がかか

るかと思います。 

 実は、来年度予算要求をするに際しまし

て、いろんな事業者と意見交換をさせてもら

いましたけれども、なかなかまだ熊本でつく

るという方がまだあらわれておりません。も

しあらわれれば、イニシャルコストへの支援

とか、あるいはランニングコストへの支援と

かも、今後予算要求していくことも考えられ

ますけれども、今のところ平成28年度予算で

はそういう予定はないというところでござい

ます。 

 

○西山宗孝委員 46ページ、エアコンとかを

使用されるところが、医療とか福祉たくさん

あるんですが、いろんな事業所もあると思う

んですけれども、特に最近、医療・福祉関係

は、福祉は特にニーズが広まっています。各

事業所の方が、もちろんその温暖化のための

節約もありますし、経営的な節減もあるんで

すけれども、それを、数字的なだけじゃなく

て、どうしても現場的には適正な温度とかあ

るんですよね。そのことを、エアコンの事業

者、店舗とかにお伺いすると、専門的な方が

いないので、適正な操作とか管理が難しい、

これが実態だと思います。 

 地球温暖化にもそうなんですけれども、利

用者の方の環境をつくるにしても、実態とし
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てはもうまちまちで、30度ぐらい上げてると

ころもあれば、それこそ25度ぐらいで適温で

自動にしているところもあるんですが、なか

なかそれが難しいとおっしゃるのが実態だと

思う。事業所あたりを専門家と訪問したりと

か、ここにありますので、メーカーさんでな

いと、熊本県内での各店舗には、そういった

プロといいますか、専門の方はいらっしゃら

ないのが実情だろうと思うんですよね。 

 そういったところについても、少しそうい

う専門家の充実も、やっぱり委員会なりこち

らのほうから申し入れしたりとか指導するの

も一つの大事な方策ではないだろうと思うん

ですけれども……。 

 

○佐藤環境立県推進課長 ここに書いており

ますのは、計画書制度ということで、今登録

している事業所が300カ所ほどありますが、

その中で特に排出をしているところを選定し

て、専門家の方と一緒に同行して、その現場

に合った指導をするというようなことを考え

ております。 

 それからまた、先ほどもちょっと申し上げ

ましたが、優良事例については、表彰すると

同時に、その優良事例をほかの方々にも発信

をして、こういう取り組みがあるよというよ

うなことをほかの方にも情報提供していきた

いと思います。 

 そのほかにも、アドバイザー制度なども持

っておりますので、なるべく我慢してＣＯ2

削減をするのではなくて、適切な運用によっ

て生活の中に取り入れていけるような形で、

ぜひ情報を提供していきたいと思います。 

 

○西山宗孝委員 現場のほうは、専門家とい

う方々、アドバイザーが来られて、どの程度

のアドバイザーかわからないんですけれど

も、用途それぞれで違いますし、本当に専門

家の方々がわかって、こういう感じにしたら

経費的にも環境的にもというのができるかど

うかですので、やっぱりメーカーあたりに

も、そういったことに研究、あるいは現場ま

で届くような体制も必要だろうと思いますの

で、ぜひ、県のほうも、そういった視点で用

途次第で取り組んでいただけばと思います。

お願いしておきたいと思います。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。

なければ、これで議題２に関する質疑を終了

いたします。 

 それでは、続きまして、付託調査事件の閉

会中の継続審査事件についてお諮りいたしま

す。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他に移ります。 

 その他として何かありますか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 ○小早川宗弘委員長 なしと認めます。 

 それでは、これでその他も終わらせていた

だきます。 

 それでは、閉会に当たりまして、本日は、

今年度最後の委員会でありますので、一言、

私委員長から御挨拶をさせていただきたいと

思います。 

 １年間、渕上副委員長に支えられながら、

この委員会を進めてまいりましたけれども、

委員の先生方には、本当に熱心に御審議を賜

りまして、心から厚く御礼を申し上げたいと

思いますし、さらには、執行部の田代部長を

初め、執行部の皆さん方にも、丁寧な対応を

していただきましたこと、本当に感謝をして

いるところであります。 

 本委員会では、御承知のとおり、この有明
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海、八代海の再生、それと地球温暖化対策と

いう２件について審議を深めてまいりました

けれども、きょうも含めて全５回の委員会、

それから管内視察、管外視察も行きました

し、さらには専門家を招いての勉強会、意見

交換会も開催することができまして、本当に

有意義な委員会ではなかったかなというふう

に思っております。 

 ぜひ、執行部の皆さん方には、今回のこの

委員会で得た成果あるいは視察の成果という

ものを生かして、今後の施策に生かしていた

だきたいと思いますし、また、委員の先生方

にも、今回の委員会でいろいろなことを感じ

られたことだと思いますけれども、ぜひそう

いうものを生かして、今後の議員活動に生か

していただければなというふうに思っており

ます。 

 この１年間を通じて、県の体制も新しい推

進体制をつくると、再生推進チームですか

ね、そういったものもつくるというふうなこ

と、そして県民のフォーラムをつくるという

ふうなことで、特に有八の関係については少

し前進させることができたのかなというふう

に思って、皆さん方には感謝をしているとこ

ろであります。 

 また、３月をもって退職されるお３人の

方、園田生産局長、川上自然保護課長、それ

から宮本下水環境課長、本当に長い間県のた

めに御尽力いただきましたことに心から感謝

を申し上げたいと思います。これからも健康

には十分に気をつけて、また退職後の生活に

おいても県政発展のためにお力添えをいただ

ければというふうに思います。 

 最後になりますが、委員の先生方、そして

執行部の皆様方のますますの御健勝、御活躍

をお祈りいたしまして、委員会としての閉会

の御挨拶とさせていただきます。 

 本当に皆さん１年間お世話になりました。

ありがとうございました。(拍手) 

 引き続き、副委員長から御挨拶をお願いし

ます。 

 

○渕上陽一副委員長 一言お礼を申し上げま

す。 

 この１年間、小早川委員長を初め委員の皆

様方には、温かい御支援、御協力をいただき

まして、無事に務めることができました。心

からお礼を申し上げます。 

 また、執行部の皆様方には、真摯に答弁を

初め御説明をいただいたことに対して、心か

ら感謝申し上げます。 

 どうか皆様方元気に１年間頑張っていただ

きますことを心から祈念申し上げまして、簡

単ではありますが、お礼の言葉にかえさせて

いただきます。 

 本当にありがとうございました。(拍手) 

 

○小早川宗弘委員長 以上で本日の議題は全

て終了しました。 

 それでは、これをもちまして、第５回有明

海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員

会を閉会いたします。 

 皆さん本当にお疲れさまでございました。 

  午前11時39分閉会 
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